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【 請 求 項 １ 】
　 ピ ク チ ャ エ レ メ ン ト を 有 す る 、 デ ィ ス プ レ イ デ バ イ ス で あ っ て 、
　 前 記 ピ ク チ ャ エ レ メ ン ト は 、 透 明 の 第 １ 支 持 板 と 第 ２ 支 持 板 と の
間 に あ る ス ペ ー ス 内 に 相 互 に 非 混 和 性 で あ る 少 な く と も １ つ の 第 １ 流 体 と 第 ２ 流 体 と を 有
し 、
　 該 第 ２ 流 体 は 導 電 性 又 は 極 性 が あ り 、
　 当 該 デ バ イ ス は 前 記 第 １ 支 持 板 と 第 ２ 支 持 板 と の 間 に 中 間 基 板 を 有 し 、
　 前 記 中 間 基 板 は 前 記 第 １ 支 持 板 側 に 反 射 面 を 有 し 、 か つ 前 記 中 間 基 板 の 両 側 に あ る ス ペ
ー ス 間 に 少 な く と も １ つ の 通 路 を 備 え 、
　 当 該 デ バ イ ス は 前 記 通 路 を 介 し て 前 記 第 １ 流 体 の 流 れ を 導 入 す る
　
　 こ と を 特 徴 と す る デ ィ ス プ レ イ デ バ イ ス 。
【 請 求 項 ２ 】
　 当 該 デ バ イ ス は 、 前 記 中 間 基 板 と 前 記 第 １ 支 持 板 と の 間 に 少 な く と も １ つ の 更 な る 透 明
基 板 を 有 し 、 該 更 な る 透 明 基 板 の 両 側 に あ る ス ペ ー ス と 前 記 中 間 基 板 及 び 前 記 第 ２ 支 持 板
の 間 に あ る ス ペ ー ス と の 間 に 少 な く と も １ つ の 通 路 を 有 す る 、
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の デ ィ ス プ レ イ デ バ イ ス 。
【 請 求 項 ３ 】
　 当 該 デ バ イ ス は 、 前 記 中 間 基 板 と 前 記 第 １ 支 持 板 と の 間 に ３ つ の ス ペ ー ス を 規 定 す る ２
つ の 更 な る 透 明 基 板 を 有 し 、 前 記 ３ つ の ス ペ ー ス の そ れ ぞ れ と 前 記 中 間 基 板 及 び 前 記 第 ２
支 持 板 の 間 に あ る ス ペ ー ス と の 間 に 少 な く と も １ つ の 通 路 を 有 す る 、
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の デ ィ ス プ レ イ デ バ イ ス 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 更 な る 透 明 基 板 の 両 側 に あ る 相 互 に 分 離 し た ス ペ ー ス と 、 前 記 中 間 基 板 及 び 前 記 第
２ 支 持 板 の 間 に あ る 相 互 に 対 応 す る ス ペ ー ス と が 、 異 な る カ ラ ー の 第 １ 流 体 を 有 す る こ と
を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の デ ィ ス プ レ イ デ バ イ ス 。
　  

視 野 側 面 を 持 つ
前 記 視 野 側 面 に 面 す る

電 極 を 有 し 、
前 記 電 極 は 前 記 第 ２ 支 持 板 の 上 に 配 置 さ れ て い る 、

２ ま た は ３
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